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【取組み項目】 

 

＊重点的な課題と取組み 

１ 高齢者の地域包括ケアの推進体制の充実 

高齢化の進展により、専門的なケアや24時間のケアが必要な高齢者の増加が予測され、高

齢者の在宅生活を支えるため、医療と介護の連携体制について、必要なサービスが切れ目な

く一体的に提供される仕組みの充実を図っていく必要があります。また、専門職の協働、地

域ネットワークの構築、地域包括支援センターの役割を重要視した機能強化が必要です。 

大阪市では、ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者が高齢者の介護を行う世帯、介護する人も

される人もいずれも認知症を患っている世帯の増加などが想定されています。今後は、医療、

介護といった専門的なサービスの充実とともに、住民が主体となった身近な助け合いや孤立

化を防止するための見守り等のさらなる取組みが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 在宅医療・介護連携の推進 

地域において、医療・介護の関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的

に提供できる体制の構築を推進します。 

ア 地域の実情に応じた在宅医療・介護連携の推進 

 各区に「在宅医療・介護連携推進会議」を設置し、区役所が主体となって医療・介護
関係者と協議し、課題整理・対応策の検討を行っていきます。 

 健康局において「大阪市在宅医療・介護連携推進会議」を設置し、広域における課題
整理・対応策の検討を行います。 

 

イ 多職種連携の推進 

 多職種でのグループワークや医療側への介護の研修と介護側への医療の研修等によ
り、在宅医療・介護連携の推進という同じ目的を共有できる研修を行うことで多職種

連携を図ります。 

 在宅医療の体制の要素である「退院支援」、「日常の療養支援及び急変時の対応」、「看
取り」の各段階での医療と介護がより一体となるよう多職種連携によるチームケアの

体制の構築をめざしていきます。 

（１）在宅医療・介護連携の推進 

（３）地域における見守り施策の推進（孤立化防止を含めた取組み） 

（２）地域包括支援センターの運営の充実（地域ケア会議の推進） 

（４）複合的な課題を抱えた人への支援体制の充実 

（５）ひとり暮らし高齢者への支援（再掲） 
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ウ 切れ目のない在宅医療と介護の仕組みづくり 

 各区に医療と介護の橋渡し役を担う「在宅医療・介護連携相談支援室」を設置し、医
療と介護関係者の連携に関する相談を受け、スムーズな連携をめざしていきます。 

 主治医・副主治医制の導入検討、後方支援病床の確保や救急医療との連携等のバック
アップ体制の整備、訪問看護ステーションとの連携等の在宅医療に携わる関係者の負

担軽減を継続的に図るなど、地域の実情に応じた具体的な取組みを進めます。 

 

エ 在宅医療への理解促進 

 地域住民が在宅医療や介護について理解し、在宅での療養が必要になったときに必要
なサービスを適切に選択できるように、わかりやすく丁寧な説明により理解の促進に

努めていきます。 
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(２) 地域包括支援センターの運営の充実（地域ケア会議の推進） 

「在宅医療・介護連携推進事業」、「生活支援体制整備事業」、「認知症総合支援事業」、「地域

ケア会議推進事業」の包括的支援事業を推進し、さらに地域包括ケアシステムの深化・推進を

図っていくため、地域包括支援センターがこれらの事業の中核となり、関係機関が連携して取

り組んでいく必要があることから、次のとおり地域包括支援センターの機能強化等に取り組

みます。 

 高齢化の進展に十分対応できる適切な人員体制の確保を図ります。 

 大阪市の実情を踏まえた機能強化型地域包括支援センターの設置や他の地域包括支援
センターの後方支援を行う基幹的な役割の位置づけなど、地域包括支援センター間の役

割分担・連携強化について、引き続き検討し、実施します。 

 委託者である大阪市が具体的な運営方針・目標・業務内容の設定を行い地域包括支援セ
ンター間及び行政と業務の役割分担の明確化と連携強化を図ります。 

 地域包括支援センターの事業の評価にあたっては、包括的支援事業の実施に係る方針に

沿った具体的な取組みの内容を評価項目とし、経年的な評価により、事業実施の成果を

把握し、評価項目については必要に応じて見直し、評価のさらなる充実を図ります。 

 地域ケア会議については、個別ケースの検討を行う個別ケア会議から地域課題の解決を
検討する地域ケア推進会議まで一体的に取り組むとともに、自立支援に資するケアマネ

ジメントを支援するための地域ケア会議の推進に取り組みます。 

 地域包括支援センターの機能や役割を理解してもらえるよう、地域への周知・広報並び
に事業の内容及び運営状況に関する情報の公表に努めるとともに、日ごろの地域での活

動を通じて周知を図り、認知度の向上に努めます。 

＜地域包括支援センターの機能強化のイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター

在宅医療・介護連携 生活支援コーディネーター

地域ケア会議 認知症施策の推進○人員体制の確保

○具体的な運営方針、目標、業務内容の設定
○運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実

大阪市
（行政）

地域包括支援センター

○センター間の役割分担・連携

※今後充実する業務については、地域包括支援センターまたは適切な機関が実施

生活支援体制整備事業 

認知症総合支援事業 

在宅医療・介護連携推進事業 

地域ケア会議推進事業 
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(３) 地域における見守り施策の推進（孤立化防止を含めた取組み） 

ひとり暮らし高齢者等が地域において安心して暮らすためには、日頃からきめ細かな見守

りを行い、支援が必要な状況が生じた場合には早期に発見し適切な支援につなげることが必

要です。そのため、引き続き住民が主体となった重層的な見守り活動の充実に取り組みます。 

 「見守り相談室」では、地域団体をはじめ多様な人々が、見守り活動の重要性について
理解を深めることができる機会を設けるとともに、区が地域の実情に応じて配置してい

る地域福祉活動の推進役である地域福祉コーディネーターなどとの連携を密にするこ

とにより、地域における見守りネットワークのさらなる強化につなげます。 

 孤立死リスクの高い世帯等をより効果的に支援につなげるため、福祉専門職のワーカー
（ＣＳＷ）による対応及び体制を強化します。 

 徘徊認知症高齢者等への対応については、警察との連携を強化し、行方不明事案の未
然防止・再発防止や早期に身元を特定するための仕組みづくりに取り組みます。 

 

(４) 複合的な課題を抱えた人への支援体制の充実 

複合的な課題に的確に対応するためには、高齢者の支援機関だけでなく、様々な施策分野の

関係機関が連携し、課題を解決する仕組みづくりに取り組む必要があります。 

国においては、高齢者のみならず、障がい者や子どもなど、生活上の困難を抱える要援護者

が地域において自分らしく暮らすことができるよう、2018（平成30）年４月１日施行の改

正社会福祉法において、市町村が包括的な支援体制の整備に努めることが規定されたところ

であり、大阪市においても相談支援体制の充実に向けて取組みを進めます。 

 2017（平成29）年度からモデル３区において実施している「総合的な相談支援体制
の充実事業」における効果検証を行ったうえで、各区に対して必要な機能と実施に向

けた選択肢を示すなど、相談支援機関・地域・行政が一体となった総合的な相談支援

体制の整備をめざし、取組みを進めます。 
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(５) ひとり暮らし高齢者への支援（再掲） 

ひとり暮らし高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、日頃からきめ細かな見

守りを行い、地域住民の声かけ等の見守り活動や在宅福祉サービスの充実などに取り組むと

ともに、外出や交流の社会参加などを通じて自身の生きがいづくりや介護予防に取り組む、そ

ういった機会づくりが重要です。 

大阪市では、ひとり暮らし高齢者に対する取組みに加え、ひとり暮らし高齢者を含むすべて

の高齢者を対象とした地域住民の声かけ等の見守り活動等多くの取組みを行っています。 

今後もひとり暮らし高齢者を支え、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、

次のような取組みを充実していきます。 

 

 ひとり暮らし高齢者を支えるための主な取組み（再掲） 

地域における見守り  地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業 
 認知症高齢者見守りネットワーク事業 

認知症の方への支援

と権利擁護施策 
 認知症初期集中支援推進事業 
 成年後見制度 
 あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業） 

介護予防の取組み  「いきいき百歳体操」等の住民主体の通いの場の充実 
 介護予防ポイント事業 

在宅生活の支援  生活支援型食事サービス 
 緊急通報システム 
 日常生活用具の給付 
 ごみの持ち出しサービス（ふれあい収集） 

住まいの支援  市営住宅における高齢者住宅の整備 

※ここでは、ひとり暮らし高齢者を支えるという観点から、ひとり暮らし高齢者のみを対象とした取

組みだけではなく、すべての高齢者を対象とした取組みの中で、ひとり暮らし高齢者にも効果が高

いと考えられる主な取組みを再掲しています。 
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【取組み項目】 

 ２ 認知症の方への支援と高齢者の権利擁護施策の推進 

今後、認知症高齢者のさらなる増加が予測されており、国が策定した「認知症施策推進総

合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～（新オレンジプラン）」の取組みを

着実に推進する必要があります。新オレンジプランの具体的な数値目標の設定年度が2020

（平成32）年度末までに改められ、大阪市においても、その基本方針と新たな数値目標を基

本としながら、総合的に認知症施策を推進していくことが重要です。 

また、高齢者の重大な権利侵害になる虐待の防止に努め、権利擁護施策を推進します。 

 

 

 

 

 

(１) 認知症の方への支援 

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし

続けることができる社会の実現をめざして、総合的に認知症施策を推進します。 

ア 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

 社会全体で認知症の人を支える基盤として、認知症に関する正しい知識と理解をもっ
て、地域で認知症の人やその家族を手助けする認知症サポーターの養成を推進します。 

 認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員、認知症強化型を含む地域包括支
援センター、認知症疾患医療センターなどの日ごろの活動を通じて、認知症への理解

を深めるための普及・啓発の推進を図ります。 

 スマートフォン等で利用できる認知症アプリを開発・運用し、認知症に関する正しい
知識について広く普及・啓発を行います。 

 

イ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

 早期診断・早期対応を軸に、「本人主体」を基本とした医療・介護等の有機的連携によ
り、認知症の容態の変化に応じて、適時・適切に切れ目なく、その時の容態にもっと

もふさわしい場所で医療・介護等が提供される循環型の仕組みの実現をめざします。 

●早期診断・早期対応のための体制整備 

●行動・心理症状（BPSD）や身体合併症等への適切な対応 

●認知症の人の生活を支える介護の提供 

●医療・介護等の有機的な連携の推進 

 

ウ 若年性認知症施策の強化 

 2016（平成28）年度から全区に配置している認知症地域支援推進員が、若年性認知
症の相談窓口として、若年性認知症の人とその家族からの相談に応じ、関係機関と連

携して必要な支援を行っており、今後も活動を充実させます。 

 

（１）認知症の方への支援 

（２）権利擁護施策の推進 
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 若年性認知症の早期診断・早期対応につなげるため、若年性認知症についての普及啓
発に取り組みます。 

 

エ 認知症の人の介護者への支援 

 介護者の急病等の突発的な事情により認知症高齢者の介護が困難となった場合に介
護施設等で一時的に受け入れる緊急ショートステイ事業を進めます。 

 認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し
合う認知症カフェ等の設置・運営を支援します。 

 

オ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 

 ひとり暮らし高齢者等の支援が必要な高齢者の日ごろの見守りや行方不明認知症高
齢者等の早期発見・早期保護のための見守りネットワーク体制の強化を図ります。 

 社会全体で認知症の人を支える基盤として、地域で認知症の人やその家族を手助けす
る認知症サポーターの養成を推進します。 

 認知症サポーターが地域の中で活躍する機会の充実を図ることにより、認知症高齢者
等の生活支援、社会参加支援、見守り体制の充実につながるよう取り組んでいきます。 

 

カ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等

の研究開発及びその成果の普及の推進 

 国の動向を踏まえて施策を進めるほか、ＩＣＴ技術を活用した介護保険データ等の収
集・分析など、認知症の予防や早期発見に資するための施策に取り組んでいきます。 

 

キ 認知症の人やその家族の視点の重視 

 認知症施策の企画・立案や評価への認知症の人やその家族の参画など、認知症の人や
その家族の視点を重視した取組みを進めていきます。 

 

ク 大阪市立弘済院における専門的医療・介護の提供 

 認知症の専門外来である「もの忘れ外来」で、引き続き、専門診療にあたるとともに、
合併症医療に取り組みます。 

 看護外来、もの忘れ教室、家族会の開催、非薬物治療としてのグループ回想法や、若
年性認知症の本人やその家族へのサポートを行うほか、平成29（2017）年度より開

始した若年性認知症外来を進めていきます。 

 大阪市立大学との連携を強化し、原因究明や診断・治療法の確立、認知症看護・ケア、
ケアマネジメント等の学術的な研究、新薬の治験等の臨床研究に取り組むとともに、

臨床研修医や看護実習生等の積極的な受け入れや、研修及び講習の実施に努め、人材

育成に取り組みます。 

 今後、認知症施策の必要性が一層高まるなか、弘済院を医療と介護が一体となった新
たな拠点として整備し、機能の継承発展を図り、認知症の人やその家族を支援してい

きます。 
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(２) 権利擁護施策の推進 

高齢者が尊厳をもち、住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよう、虐待の発生

予防、早期発見に努め、虐待を発生させない地域づくりをめざします。 

また、認知症高齢者などの判断能力の不十分な人が、悪質な訪問販売などの被害にあう事件

も起こっており、成年後見制度の利用促進など、権利擁護施策の推進に取り組みます。 

ア 高齢者虐待防止の取組みの充実 

 地域住民をはじめ、保健・医療・福祉サービスの従事者、行政関係者等に対して、高
齢者虐待の知識・理解の普及、啓発や通報窓口の周知等に努めます。 

 経済的困窮や養護者の疾病、障がいなどが虐待の背景にあるほか、虐待を受けた高齢
者には女性が多いこと、年齢・介護度が高いほど多くなること、息子、娘や夫などに

よる虐待が多いことなどの特徴を踏まえ、適切な支援を進めるとともに、生活保護や

生活困窮担当、保健医療関係部門等との連携をさらに深めます。 

 「高齢者虐待防止連絡会議」において、虐待情報の共有化を図るとともに、関係機関
相互の連携の強化を図ることにより、身近な地域での高齢者虐待の発生予防、早期対

応、見守り等の取組みを進めます。 

 養介護施設従事者等に対して、実地指導等を通じ虐待防止や従事者の通報義務・職員
のストレス対策について啓発を図るとともに、高齢者虐待防止に関する研修等の取組

みを進めます。 

 

イ 成年後見制度の利用促進及び日常生活自立支援事業の推進 

 成年後見制度の利用促進のために、2018（平成30）年度から３か年の予定で「権利
擁護の地域連携ネットワーク」を構築し、保健福祉センターや地域包括支援センター

等の相談支援機関が本人を中心とする「チーム」を形成するとともに、専門職団体・

関係機関が連携協力する「協議会」が「チーム」を支援します。 

 今後、権利擁護支援を必要とする人がますます増加することに対応するため、市民と
して地域で後見活動を行う「市民後見人」の養成・支援を強化します。 

 「あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）」においては、契約中に状況が変わ
り、成年後見制度の利用が必要となる人は円滑に制度に移行し、今後新たにあんしん

さぽーと事業の利用を必要とされる人が、待機することなく順次、利用・契約できる

よう取り組みます。 
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【取組み項目】 

 ３ 介護予防の充実、市民による自主的活動への支援 

高齢期をすこやかに過ごすためには、高齢者ができる限り健康を保持し、介護が必要な状

態とならないよう生活習慣病対策と介護予防の総合的な取組みが重要であることから、一般

介護予防事業及び健康づくりを推進します。 

また、高齢者が生きがいをもって生活をすること、継続的に地域団体の活動に参加するな

どの社会参加は介護予防の取組みとしても重要です。そのため、地域活動への参画支援や意

欲と能力のある高齢者に対する就労支援、ボランティア活動、ＮＰＯ活動等への参画支援に

努めるとともに、これらの活動の受け皿となるボランティア・ＮＰＯ等の市民活動の支援に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 一般介護予防事業の推進（介護予防・重度化防止の推進） 

一般介護予防事業の推進にあたっては、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てる

ことなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場

が継続的に拡大していくような地域づくりを推進します。 

 「いきいき百歳体操」等の介護予防に効果のある住民主体の体操・運動等の通いの場
の充実に向け、2021（平成33）年度末までに高齢者人口１万人につき概ね10か所

程度を目標として、活動の場の立ち上げや継続のための支援を引き続き行います。 

 また、今後、運動器の機能向上の取組みに加え、口腔機能の向上のための「かみかみ
百歳体操」の実施を支援するとともに、栄養改善に関し効果的かつ効率的に実施でき

る手法について検討していきます。 

 2015（平成27）年10月から実施している「介護予防ポイント事業」に参加する高
齢者をより一層増加するよう、活動施設等をできるだけ身近な場所に充実させるとと

もに、在宅の高齢者の生活支援活動に も「介護予防ポイント事業」の活動の範囲を

拡げていきます。 

 

(２) 健康づくりの推進 

健康寿命の延伸のためには、若いころからの適切な生活習慣を継続し、健康的な社会生活を

送ることが重要であることから、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」に

基づき、健康寿命に影響を与える循環器疾患やがん、骨粗しょう症などの生活習慣病の予防に

向けた取組みを関係機関と連携しながら進めていきます。 

（１）一般介護予防事業の推進（介護予防・重度化防止の推進） 

（２）健康づくりの推進 

（４）ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動支援 

（３）高齢者の社会参加と生きがいづくり 
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また、こころの健康を保持するためには、ストレス等による不安・抑うつ等の心理的苦痛を

軽減させることが必要であることから、ストレスやうつ病等の病気の知識の普及啓発等を進

めていきます。 

ア 生活習慣病の予防 

 地域に出向いた健康講座等による健康教育の実施、訪問指導、歯科保健等に関する健
康相談等による個別支援を行い、事業実施においては、正しい知識の普及に止まるこ

となく、調理実習を取り入れるなど、生活習慣改善の動機付けとなる効果的な事業の

実施に努めます。 

 生活習慣病の予防と併せて、治療が必要な人を早期に発見し、医療機関受診につなげ
るために、特定健診・特定保健指導の受診の必要性を啓発するとともに、大阪市国民

健康保険特定健診の対象者に対して、がん検診を同時に受診できる体制の確保や、電

話による受診勧奨を個別に行うなど、特定健診の受診率向上に努めます。 

 大阪市の死亡順位の第１位ががんであることから、早期発見・早期治療につなげるた
め、がん検診の重要性や受診日程等の普及啓発、個別受診勧奨の実施など、がん検診

の受診率向上に努めます。 

 

イ こころの健康 

 抑うつや不安等の心理的苦痛を減らすため、ストレスについての知識及び気分転換の
方法等に関する知識の普及啓発に努めます。 

 うつ病、アルコール依存症等のこころの病気について、関係機関と連携しながら病気
の知識や予防の普及啓発を行うとともに、健康相談を進めていきます。 

 

(３) 高齢者の社会参加と生きがいづくり 

団塊の世代が高齢期を迎えた今、様々な経験や知識を培ってきた高齢者が中心となり、他の

世代とともに、地域の活動に参加し、将来を担う子どもや子育て層の世代の人たちとの交流や

支援を行うとともに、高齢者自らが活動できる場の提供や、就労を希望する高齢者に対する就

労機会の提供に取り組むことにより、高齢者の社会参加と多様化する生きがいづくりのニー

ズを踏まえた施策を推進します。 

ア 高齢者の経験や知識を活かした社会参加への支援 

 高齢者が地域活動に参画していくための「地域デビュー」支援を続けるとともに、「地
域デビュー」した高齢者がこれまでに培った知識や経験、技能等を活かし、さらなる

地域活動の担い手として積極的に参画できるような取組みを進めます。 

 2016（平成28）年11月に開設した「大阪市市民活動総合ポータルサイト」を通じ
て、ボランティア募集、イベント開催や社会課題・社会資源に関する情報を発信する

など、参加のきっかけづくりとなる取組みを実施していきます。 

 生涯学習インストラクターバンク等への登録を推進し、高齢者によるボランティア活
動を推進するとともに、一層幅広い社会参加活動を推進します。 

 

イ 生きがいづくり支援のための基盤整備 
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 スポーツ環境の整備、参加機会の充実を図る施策等を通じて生涯スポーツの振興を推
進するとともに、高齢者に対する学習機会や情報の提供等の施策を通じて市民主体の

生涯学習を推進します。 

 「老人福祉センター」においては、地域における高齢者の生きがいづくり・社会参加
の促進の拠点であり、地域における身近な福祉施設として介護予防のための体操・運

動等の通いの場の提供など、地域福祉活動の拠点としての活用も推進します。 

 老人クラブの活動を引き続き支援し、高齢者の生きがいと健康づくり及び社会参加促
進の支援を進めていきます。 

 大阪市シルバー人材センターにおいて、就業情報提供機能の充実を図るとともに、子
育て家庭や高齢者の日常生活を支援する人材の養成講座を引き続き実施し、社会のニ

ーズに対応した就労機会の拡大に努めます。 

 

(４)ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動支援 

行政や地域住民、地縁団体、ボランティア団体、ＮＰＯ等の多様な組織・団体の協働を推進

する取組みを進め、連携を図ることにより一層の市民活動の推進をめざします。 

 新たなボランティアの担い手を発掘するため、気軽にボランティア活動に参加できる仕
組みづくりのほか、企業や大学などと連携したボランティア活動の需給調整等を行うこ

とにより、福祉ボランティア活動の拡大を図ります。 

 市民、企業等からの寄附を区政推進基金に積み立て、これを活用して、市民活動団体が
行う公益的な事業に対する助成を行っていきます。 

 市民活動総合相談窓口で全般的な相談に応じたり、「大阪市市民活動総合ポータルサイ
ト」により市民活動に役立つ情報を一元的に発信するなど、市民活動が活性化し、様々

な活動主体同士が連携しながら活動を進められるよう支援していきます。 
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【取組み項目】 

 ４ 地域包括ケアの推進に向けたサービスの充実 

今後、高齢化が進展する中で、高齢者がその有する能力に応じて、できる限り自立した日

常生活を送ることができるようにするとともに、サービスを必要とする方に対し個々の状態

に応じて必要なサービスが提供されるようにするためには、医療・介護・介護予防・住まい

及び自立した日常生活の支援が包括的に提供される「地域包括ケアシステム」を大阪市の実

情に応じて深化・推進していく必要があります。 

併せて、ひとり暮らし高齢者等を支援するための大阪市における福祉サービスについて、

サービスの利用状況等を踏まえながら検討を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 介護予防・生活支援サービス事業の充実 

ひとり暮らし高齢者世帯や夫婦のみの高齢者世帯の増加に伴い、何らかの支援を必要とす

る高齢者が増加するとともに、高齢者の支援ニーズも多様化していることから、高齢者が住み

慣れた地域で自立した生活を可能な限り継続できるようにするため、介護保険サービスだけ

でなく、多様な主体による多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合い、助け合

いの体制づくりを推進し、高齢者の多様なニーズに応じた生活支援サービスの充実を進めま

す。 

 専門的なサービスが必要な方に対しては、有資格の訪問介護員等から必要なサービスを
提供するとともに、介護の担い手のすそ野を拡げる取組みを推進し、高齢者の個々の状

態やニーズに応じて必要な介護予防・生活支援サービスが提供できるよう、サービス提

供体制の確保に努めます。 

 2017（平成29）年４月から実施している総合事業の実施状況を把握・分析し、増大す
る高齢者の多様な生活支援ニーズに的確に対応するため、多様な主体による多様なサー

ビスを充実させ、高齢者が自身の生きがいづくりや介護予防のために生活支援の担い手

として活躍する、地域における住民相互の支え合い、助け合いの地域づくりを促進でき

る効果的な取組みについて検討します。 

 

 

 

（１）介護予防・生活支援サービス事業の充実 

（２）生活支援体制の基盤整備の推進 

（３）介護給付等対象サービスの充実 

（４）介護サービスの質の向上と確保 

（５）在宅支援のための福祉サービスの充実 

（６）介護人材の確保及び資質の向上 
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(２) 生活支援体制の基盤整備の推進 

日常的な生活支援を必要としている高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続し

ていくために、生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置により、地域の実情に応じた

多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備を進めていき

ます。また、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍するような社会参加を進め、介護予

防や生きがいづくりにつなげていきます。 

 生活支援コーディネーターが地域の高齢者の支援ニーズや地域資源等を把握し、各区役
所や地域包括支援センター等の関係機関が参画する協議体を通じて定期的に情報共有

を図るとともに、生活支援コーディネーター同士の連携強化を図るための会議等を開催

するなど、地域における必要なサービスの充実に向けて取組みを進めていきます。 

 元気な高齢者が地域活動の担い手になるよう、講座等の開催により担い手養成に取り組
むとともに、世代を超えて地域住民がともに支え合う地域づくりを推進するため、高齢

者の社会参加にあたっては、高齢者と子どもを受け入れる多世代の交流等の場を確保す

るなど、高齢者に限定しない取組みについても検討していきます。 

 

(３) 介護給付等対象サービスの充実 

高齢者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた地域において継続して日常生活

を営むことができるよう、在宅サービスや施設居住系サービス等の充実に取り組みます。 

 地域包括ケアを推進していくため、住み慣れた地域での生活を支えるための地域密着型
サービスを充実させます。 

 高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支えることが可能な
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス」

等については、要介護者等をはじめ地域の住民やサービス事業者等を含めた地域全体の

理解を図っていきます。 

 地域密着型サービスの適切な運営を図るため、事業者の指定等にあたっては、「地域密
着型サービス運営委員会」の意見を反映させ、利用者の安全・安心に配慮したサービス

が提供されるよう取り組みます。 

 

(４) 介護サービスの質の向上と確保 

今後、要介護認定者数が増加する中、必要な介護サービスのニーズに対応するにあたって

は、より一層介護サービスの質の向上と確保を図る必要があることから、大阪市においては次

の項目について重点的に取り組んでいきます。 

ア 介護サービス情報の公表と福祉サービスの評価 

 利用者が適切な事業者を選択できるよう、すべての介護サービス事業者に義務化されて
いる介護サービス情報の公表については、2018（平成30）年度から大阪市の事務とし

て運営することとなっているため、ホームページを通じて情報提供を行っていきます。 

 認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護に係る外部評価結果について公開
します。 
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イ 介護サービスの適正化 

 国の「介護給付適正化計画に関する指針」等に沿って、要介護（要支援）認定の適正化・
ケアプラン点検・住宅改修の適正化・介護給付費通知の送付・医療情報との突合・縦覧

点検・給付実績の活用を行い、介護給付の適正化に努めます。 

 

ウ 介護サービス事業者への指導・助言 

 利用者に対して適切なサービスが提供されるよう、集団指導や実地指導等を通じ、事業
者に対する指導・助言に取り組みます。 

 特に、「高齢者向け賃貸住宅」に高齢者を住まわせ、不適切な介護や過剰な介護サービ
スの提供を行うケースに対応するために、こうした住宅の居住者に介護サービスを提供

している訪問介護事業者等への指導に引き続き取り組みます。 

 福祉サービスを提供する事業者の質の向上を図るため、第三者機関評価の利用を促進し、
自ら提供するサービスの質の評価を行い、常に改善を図るよう周知します。 

 個人情報の収集及び提供にあたっては、個人情報保護法等を踏まえ、関係機関間で情報
共有するよう指導します。 

 

エ 介護支援専門員の質の向上 

 介護支援専門員の高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを推進するために、ケア
プランの内容が適切かどうかの点検の強化を行うとともに、介護支援専門員の資質向上

と適正な給付の実施をめざす「ケアマネスキルアップ事業」を行い、ケアプランの適正

化に努めます。 

 地域包括支援センターに配置している主任介護支援専門員が地域の介護支援専門員に
対する日常的な個別相談や支援困難事例等の相談を受け、サポートを行うなど、地域の

介護支援専門員の質の向上のための取組みを推進します。 

 

オ 公平･公正な要介護（要支援）認定 

 公平・公正な要介護（要支援）認定はきわめて重要であり、要介護（要支援）認定の基
礎となる認定調査が公平・公正に行われるよう都道府県の指定を受けた指定市町村事務

受託法人に認定調査業務を委託して実施します。 

 公平・公正な要介護（要支援）認定を行うためには、適正な認定調査及び審査判定を行
う必要があることから、引き続き、認定調査員への研修等を実施するとともに、審査会

運営のあり方等に課題がないか検討・検証するなど、要介護認定の平準化に向けた取組

みの強化を行います。 

  



- 22 - 

(５)在宅支援のための福祉サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を可能な限り継続できるようにするため、介護保

険の居宅介護サービスだけでなく、高齢者のニーズに応じた福祉サービスの提供、さらには要

介護高齢者を介護する家族に対する支援を行います。 

 高齢者自身や要介護高齢者を介護する家族が、福祉サービスを適時・適切に利用できる
よう、地域包括支援センターやケアマネジャー、さらには見守り相談室等の関係機関と

の連携のもと制度周知に努めます。 

 高齢者実態調査の結果やサービス利用状況等を踏まえながら、高齢者の多様な生活支援
ニーズに応じた福祉サービスについて引き続き検討を進めます。 

 

(６)介護人材の確保及び資質の向上 

団塊の世代がすべて75歳以上となる2025（平成37）年が目前に迫り、介護や支援を必要

とする高齢者人口の大幅な増加が見込まれる一方、介護の担い手となる生産年齢人口は減少

し、介護サービス等を担う人材の育成・確保が全国的に重要な課題となっています。 

今後、ますます多様化・増大化する福祉ニーズに対応するため、介護をはじめとした福祉人

材の育成・確保の取組みをさらに強化していきます。 

 福祉・介護サービス事業者及び従事者への支援を充実させることにより、福祉人材の育
成・確保を進めます。 

 福祉に関する理解促進やイメージアップに向けて、ライフステージに応じた働きかけを
行うなど、福祉の仕事の魅力を伝え、将来の職業選択へつなげるよう、計画的に取り組

んでいきます。 

 要支援者等に対するサービス提供にあたっては、大阪市が実施する研修修了者等が生活
援助サービスを提供することで、専門的な介護人材の機能分化を進めるとともに、新た

な介護人材のすそ野を拡げる取組みを進めていきます。 

 介護職員の安定的な確保を図るとともに、事業主による介護職員の資質向上や雇用管理
の改善の取組みがより一層促進されるよう、介護職員処遇改善加算の取得促進に引き続

き取り組みます。 
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【取組み項目】 

 ５ 高齢者の多様な住まい方の支援 

「住まい」は地域包括ケアの基礎となるものであり、できる限り住み慣れた地域で住み続

けることができるような「住まい」の確保が必要となります。 

また、在宅での生活が困難になった場合の「施設」、将来介護が必要となった場合に必要な

サービスが提供されることが約束された「住まい」への住み替えなど、個々の高齢者の状況

やニーズに沿った選択肢を用意するため、多様な住まいを確保することが重要となります。 

さらに、高齢者が安心して暮らすことができるよう高齢化対応設計の推進、多様な居住形

態に付随するサービスの確保と質の向上が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 多様な住まい方の支援 

今後、ひとり暮らし高齢者世帯や夫婦のみの高齢者世帯が増加すると予想される中、高齢者

が安心して暮らしていけるよう、様々な施設・居住系サービスとの関係を整理し、総合的に高

齢者ひとりひとりのニーズに合ったサービスが提供できるよう取組みを進めます。 

 市営住宅における高齢化への対応や民間住宅への入居円滑化など住宅施策の推進を図
るとともに、施設等の整備推進や充実を図り、居住形態・サービスの多様な選択肢の確

保に努めます。 

 サービス付き高齢者向け住宅については、入居者への適正なサービスの提供など、住宅
の登録後も継続してハード・ソフトの登録基準に適合し、適切な生活相談、安否確認等

の管理・運営が行われるよう、事業者等への指導を行います。 

 高齢者が多様な住まい方を選択することができるよう、「大阪市立住まい情報センター」
において、関係団体と連携し、高齢者などに対する住宅相談も含めた様々な情報提供サ

ービスを実施します。 

《多様な居住形態・サービス》 

① 施設等 特別養護老人ホーム､介護老人保健施設､認知症高齢者グループホーム、

特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム  等 

② 市営住宅 高齢者世帯向けの入居者募集、高齢者ケア付住宅の入居者募集  等 

③ 民間住宅 サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム  等 

 

(２) 居住の安定に向けた支援 

 建替えを行う市営住宅については、高齢化対応設計を行うとともに、既存の市営住宅に
ついてもバリアフリー化を推進します。 

（１）多様な住まい方の支援 

（２）居住の安定に向けた支援 

（３）施設・居住系サービスの推進 

（４）住まいに対する指導体制の確保 
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 高齢者世帯向けの入居者募集や、高齢化が進む市営住宅団地において、団地や地域の活
性化につながるコミュニティビジネス等の活動拠点として、ＮＰＯ等の団体に市営住宅

の１階空き住戸を提供するなど、市営住宅における高齢化への対応を進めます。 

 民間住宅においては、高齢者をはじめとする住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住
宅の登録制度に取り組むとともに、「Osakaあんしん住まい推進協議会」に参画し、大

阪府及び府下市町村、宅地建物取引業団体等と連携しながら、「大阪あんぜん・あんし

ん賃貸住宅登録制度」や居住支援法人による居住支援活動の促進に取り組むなど、高齢

者の民間賃貸住宅への入居を支援します。 

 高齢期における身体機能の低下に対応し、自立や介護に配慮した住宅改修の介護保険給
付及び高齢者住宅改修費給付事業を行います。 

 

(３) 施設・居住系サービスの推進 

個々の高齢者のニーズに合ったサービスの提供に努めながら、施設・居住系サービスを必要

とする人のための整備を進めます。 

特別養護老人ホーム

（介護老人福祉施設） 

 現在、新たに入所する方については原則要介護３以上となっていま
すが、要介護１または２の方であっても、やむを得ない事情により
特養以外での生活が著しく困難な場合は、特養への入所が認められ
ており、それぞれの高齢者のニーズにあったサービス提供に努めな
がら、在宅での生活が困難な方のために必要な施設整備を進めます。 

 特養の整備については、社会福祉法人に対して整備補助を行い、で
きる限り在宅に近い環境の下で生活できるよう、個室・ユニット型
で整備を推奨していきますが、プライバシーに配慮した多床室での
整備も可能としています。 

介護老人保健施設  特別養護老人ホーム等の介護保険施設の整備状況や利用ニーズを踏
まえて、必要な整備を進めていきます。 

介護療養型医療施設 
及び介護医療院 

 医療機能と、生活施設としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険
施設として創設される「介護医療院」については、介護療養型医療
施設等からの転換を進めていきます。 

 現行の介護療養型医療施設については、経過措置期間が６年間延長
されるため、その間に各施設の意向に沿って転換を進めていきます。 

認知症対応型共同生

活介護（認知症高齢者
グループホーム） 

 認知症高齢者の増加に伴うニーズに対応するため、引き続き必要な
整備を進めていきます。 

特定施設入居者生活
介護（地域密着型を含
む有料老人ホーム等） 

 今後の高齢者人口の増加と多様なニーズに対応するため、引き続き、
目標サービスの確保に努めるとともに、サービスの質の確保に向け
た事業者の指導を行います。 

 

(４) 住まいに対する指導体制の確保 

 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅については、適切な管理・運営が行わ
れるよう、老人福祉法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律等に基づき、定期的な

立入調査等の指導に引き続き取り組んでいきます。 

 法的位置づけのない高齢者用賃貸住宅等の住まいについては、適切な介護サービスの
提供確保の観点から、居住者に介護サービスを提供している訪問介護事業者等に対し

て、引き続き実地指導を行っていきます。  
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＊具体的施策 

高齢者施策を総合的に推進するため、「重点的な課題と取組み」を含め、高齢者に関わる保

健福祉施策及び介護保険事業、並びにそれ以外の高齢者に係る各施策について、具体的な施

策を推進します。 

 

 

ア　高齢者虐待防止の取組みの充実
イ　成年後見制度の利用促進及び日常生活自
　　立支援事業の推進

(3)高齢者の社会参加と
    生きがいづくり

ア　生涯スポーツの振興
イ　生涯学習・文化活動の推進
ウ　生きがいづくり支援のための基盤整備

(4)ボランティア・Ｎ
　 ＰＯ等の市民活動
    支援

　ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動支援と
　協働

①　地域包括ケア
　　の推進

(１)在宅医療・介護連携
　　の推進

(２)地域包括支援セン
　  ターの運営の充実

ア　高齢者の総合相談支援
イ　地域包括支援センターの機能の強化
ウ　地域ケア会議の推進

(３)総合的な相談支援
　  体制の整備

ア　地域の実情に応じた在宅医療・介護連携
　　の推進
イ　多職種連携の推進
ウ　切れ目のない在宅医療と介護の仕組みづ
　　くり
エ　在宅医療への理解促進

ア　地域における見守り施策の推進
イ　複合的な課題を抱えた人への支援体制の
　　構築

②　認知症施策と
　　権利擁護施策

(1)認知症の方への支援
ア　認知症への理解を深めるための普及・
　　啓発の推進
イ　認知症の容態に応じた適時・適切な医療
　　介護等の提供
ウ　若年性認知症施策の強化
エ　認知症の人の介護者への支援
オ　認知症の人を含む高齢者にやさしい地域
　　づくりの推進
カ　認知症の予防法、診断法、治療法、リハ
　　ビリテーションモデル、介護モデル等の
　　研究開発及びその成果の普及の推進
キ　認知症の人やその家族の視点の重視
ク　大阪市立弘済院における専門的医療・介
　　護の提供

(2)権利擁護施策の推進

③　介護予防、健康
　　づくり、生きが
　　いづくり

(1)介護予防 　一般介護予防事業の推進

ア　生活習慣病の予防
イ　こころの健康

(2)健康づくり
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(4)安全な暮らしのため
    に

ア　大規模災害発生時の救援体制の整備
イ　防災意識の啓発
ウ　災害時の要配慮者支援
エ　防犯対策の取組み

(3)ひとにやさしいまち
    づくり

ア　安全な歩行空間等の整備
イ　公共交通機関の改善

(2)生活支援体制の基盤
    整備の推進

　生活支援体制整備事業

(4)介護サービスの質の
    向上と確保

ア　介護サービス情報の公表と福祉サービス
　　の評価
イ　介護サービスの適正化
ウ　介護サービス事業者への指導・助言
エ　介護支援専門員の質の向上
オ　公平・公正な要介護（要支援）認定
カ　介護サービスの苦情相談
キ　地域共生型サービス

(5)在宅支援のための福
　 祉サービスの充実

ア　在宅福祉サービス
イ　その他の支援

⑤　住まい・まちづくり (1)住まいづくり ア　多様な居住ニーズに対応した情報提供
イ　市営住宅における高齢化への対応
ウ　民間住宅における高齢化への対応
エ　住宅の改修に対する支援

(2)施設・居住系
    サービス

ア　介護老人福祉施設
イ　介護老人保健施設
ウ　介護療養型医療施設及び介護医療院
エ　認知症対応型共同生活介護
オ　特定施設入居者生活介護
カ　養護老人ホーム
キ　その他

(3)介護給付等対象
    サービスの充実

ア　居宅（介護予防）サービス
イ　地域密着型サービス

(6)福祉人材の確保等 　福祉人材養成等の取組み

(7)効果的な情報提供・
    啓発

ア　多様な情報の提供
イ　外国籍の高齢者などに対する情報提供
ウ　高齢社会の理解と高齢期へ向けての啓発
エ　高齢者と他の世代との交流

④　サービスの充実・
　　利用支援

(1)介護予防・生活支援
    サービス事業の充実

　介護予防・生活支援サービス事業


